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９月５日，国・中央省庁へ町単独要請をする井上町長はじめ，
被災地区住民代表者及び町議会議員

９月４日，国土交通省九州整備局へ町単独要請をする井上町長
はじめ，被災地区住民代表者及び町議会議員

９月１５日,  電源開発株式会社西日本支店南九州発電所（人吉市）
へ鶴田ダムの治水機能を最大限に活用するために,  洪水期間中
における防災ダムの特化について要請する井上町長

激甚災害特別財政援助とは
 「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき，

国民経済に著しい影響を及ぼし，かつ当該災害による地方財政の負担を緩和

し，又は被災者に対する特別の助成を行うことが特に必要と認められる災害

が発生した場合には，国はその災害を激甚災害として政令で指定し，地方公

共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置を行うも

のです。特別の財政援助としては，公共土木施設や農地，農業用施設などの

災害復旧事業で，国庫補助率のかさ上げなどが講じられます。

河川激甚災害対策特別緊急事業とは
 洪水，高潮により非常に激しい災害（浸水家屋数2,000戸以上，または流失

（全壊）家屋数50戸以上）が発生した地域について，概ね５ヶ年を目処に河

川整備を緊急的に実施することにより，再度災害の防止を図る事業です。
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